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(57)【要約】
本発明は交通管理、特に、有料駐車場の管理に関する。自動化した車両駐車管理方法は、
道路の所定の部分で車両の検出および特定と、所定の部分についての一連の規則と得られ
た交通量データを一致させる工程を含み、その領域は、あらかじめ設定された場所（当該
部分の境界）に取り付けられた車両検出ノードによって生成された無線周波数信号で調べ
られ、前記境界を超える車両を検出および特定する。無線周波数プローブの領域に入った
車両は、前記車両が装備している特定ノードを用いて、車両の特定データを含む符号語を
包含した応答を生成する。その後、検出ノードが応答を検出して復号し、それぞれの応答
のタイミングを記録し、道路の所定の部分を超えるのに車両が必要とする平均時間を算出
する。車両が当該部分の境界内に位置する時間が、車両が当該部分を超えるのに必要とす
る算出された平均時間を上回る場合、車両は駐車しているものとみなされる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動化した車両駐車管理方法であって、
　前記方法は、
　道路の定められた部分で車両を検出および特定する工程と、
　そのようにして得られた交通量データを、定められた部分についての一連の規則と一致
させる工程を含み、
　車両検出ノードがあらかじめ設定された場所－前記部分の境界－に取り付けられること
で、前記境界を超える車両を検出および特定し、
　検出ノードは無線周波数信号を用いて取り付け場所周辺の領域を調べ、
　車両はまず車両特定ノードを装備し、
　無線プローブ領域内の車両特定ノードは、車両の特定データを含む符号語を包含した応
答を生成し、
　検出ノードは応答を検出して復号し、それぞれの応答のタイミングを記録し、道路の定
められた部分を超えるのに車両が必要とする平均時間を算出し、
　車両が前記部分の境界内に位置する時間が、車両が前記部分を超えるのに必要とする算
出された平均時間を上回る場合、車両は駐車しているものとみなされる、方法。
【請求項２】
　道路の定められた部分での駐車時間は、車両が前記部分に入った後に検出ノードによっ
て登録された瞬間から車両が同じ検出ノードまたは他のノードによって前記部分を去った
後に再登録された瞬間までの時間から、車両が前記部分を超えるのに必要とする算出され
た平均時間を引いたものである、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　道路の定められた部分における車両の特定データは、車両が前記部分に入った後に登録
された瞬間から、車両が前記部分を去った後に再度登録された瞬間まで、メモリに保存さ
れる、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　車両が道路の定められた部分を進む方向は、前記部分の境界上で車両を登録した検出ノ
ードによって得られたデータを比較することで定義され得る、請求項１に記載のシステム
。
【請求項５】
　車両が道路の定められた部分に入った後と前記部分を去った後の両方で、１つの同じ検
出器によって登録されている場合、車両は方向を変更したか、または、車道を横断しなが
らＵターンしたとみなされる、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　道路の定められた部分での車両の平均速度は、前記部分の１つの境界から別の境界まで
の距離と、車両が前記部分を超えるのに必要とする平均時間との間の比率である、請求項
１に記載のシステム。
【請求項７】
　駐車車両の数が道路の定められた部分にあらかじめ設定された数を超えた場合、駐車規
則の違反の、または、事故（異常な事態）についての報告書が作成され、交通警察に送ら
れることで、交通渋滞を回避する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　無線応答は特定ノードによって生成され、その結果、応答の少なくとも１つのパラメー
ターが車両特定データに対応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　パッシブまたはアクティブなＲＦＩＤタグが特定ノードとして使用される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１０】
　道路の定められた部分の平均交通流量は、駐車車両を除いて、単位時間内に前記部分の
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近い方の境界と遠い方の境界を超えた車両の数に基づいて計算される、請求項１に記載の
システム。
【請求項１１】
　道路の定められた部分の交通量密度は、駐車車両を除いて、同じ時間に、前記部分の近
い方の境界と遠い方の境界の間に位置した車両の数に基づいて計算される、請求項１に記
載のシステム。
【請求項１２】
　道路の定められた部分の平均的な交通動的クリアランスは、駐車場所を除く、近い方の
境界から遠い方の境界までの前記部分の領域と、駐車車両を除いて同じ時間に前記部分の
境界内にあった車両の平均数との間の比率である、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は交通整理に関し、とりわけ、有料駐車場の管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの駐車場所を備えた駐車場の従来の管理システムは、各駐車場所の料金支払装置に
接続された車両検知器と、タイマー時計を備えたマイクロプロセッサーとを使用する。タ
イマー時計は、車両検知器または料金支払装置のいずれかから受け取った信号が引き金と
なって始動し、いずれも所定の駐車場所で車両の存在を登録しなければならない（特許文
献１を参照）。
【０００３】
　このシステムの問題は、それぞれの駐車場所に検出器を備え付ける必要があることで、
これは、交通圏の長さに沿って位置する大きな駐車場では問題となる。検出器の数はシス
テムの信頼度を低下させ、コストも跳ね上がり、これらはすべてこのシステムの使用を制
限する。
【０００４】
　有料の駐車場の管理システムに対する別の既存の手法は、以下の手順を有する（特許文
献２を参照）：
【０００５】
１．駐車場所に入る際、車両は、次のものを含むＳＭＳメッセージをＧＳＭ（登録商標）
チャネルで送信する。
　ａ．車両本人確認コード
　ｂ．ＧＮＳＳによって算出される車両位置コード
　ｃ．車両の所有者によって支払われた前払いコード
２．駐車システム・ハードウェアは、メッセージを受信し、復号し、保存する。
３．車両の所有者が駐車システムに対して借金があるかどうかについてチェックが行われ
る。
４．駐車する時間およびその限度が計算される。
５．支払残高や不正確な前払いゆえに起こり得る罰金に関する情報と一緒に、データが、
携帯電話会社の料金局を経由してＳＭＳメッセージで車両の所有者に送信される。
６．駐車制御装置は携帯型の駐車用スキャナー（ｐａｒｋｉｎｇ　ｓｃａｎｎｅｒ）を用
いて、フロントガラスに置かれた車両ＲＦＩＤタグをスキャンする。
７．その後、車両識別データが読み取られ、ＳＭＳメッセージからのデータと比較される
。
８．駐車制御装置は、車両識別データと制御装置のＩＤを含んだＳＭＳメッセージをＧＳ
Ｍ（登録商標）チャネルで駐車場の端末に与える。
９．端末はリストに照らして車両ＩＤをチェックし、駐車料金を計算し、車両と制御装置
と支払いのデータを料金局に送信する。
１０．車両の所有者の支払残高が計算され、制御装置の駐車用スキャナーと所有者の携帯
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電話に送られる。
１１．所有者の支払残高が不足している場合は、制御装置は通知を出すか、罰金を科すか
、あるいは、必要に応じて車両の通行を塞いでもよい。
１２．駐車場を去る際に、車両の所有者は、ＧＳＭ（登録商標）チャネルでＳＭＳメッセ
ージを送信する。
１３．駐車場の端末はタイマー時計を止め、駐車の完了に関するＳＭＳメッセージを、移
動型の駐車複合体（ｍｏｂｉｌｅ　ｐａｒｋｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｘ）に与える。
【０００６】
　この手法の主な欠点はその複雑さにある：この手法は、車両の所有者がＳＭＳメッセー
ジによって駐車制御装置と相互に作用することを必要とし、および、携帯電話会社が効率
的かつ中断することなく役割を果たすことを要求する。移動通信サービスのいかなる異常
もデータ交換を遅らせ、これによって、車両の駐車、または、全手順の実行の回避にかか
る時間さえ延びることになりかねない。従来の駐車システムはこのように、通信サービス
の質、電力系統の質、および、携帯電話の利用可能性に依存しており、これらはすべてこ
の手法の使用を制限する。
【０００７】
　別の従来の解決策は以下のステップ工程を含んでいる（特許文献３を参照）：
【０００８】
１．システムは、道の少なくとも一部を含む領域の少なくとも１枚の写真を撮影し、その
後、入出力デバイスを使用して写真中の車両の数を検知し処理する。
２．システムは、少なくとも１台の検知された車両の移動に基づいて通行パターンを構築
する。
３．システムは、多くの検知された車両の計算された速度を、検知された多くの車両の道
路の一部での基準速度と比較する。
４．システムは、多くの検知された車両の計算された速度を、あらかじめ設定された標準
速度と比較する。
５．システムは、検知された車両の位置を特定し、駐車場所の数に関する情報を含むマッ
プと照らしてこの位置をチェックする。
６．システムは駐車場所の利用可能性をチェックする。
【０００９】
　この解決策を用いて道路の所定の部分に駐車された車両を検知することができるが、画
像から得られたデータに依存しているためその信頼度は低い。画像での車両の認識は、画
像が高解像度検出器によって作られたものであったとしてもエラーが起こりやすい。あら
ゆる可能な角度から撮影された車両の標準的な参照画像を供給することができないからで
ある。ナンバープレートなどの車両の一体部分によって車両を検知するシステムでさえ十
分には信頼できない。というのも、とりわけ信号機付近の交通渋滞では車両が溢れている
ため、検出器を様々な高さに配しても車両のナンバープレートを識別することは難しいか
らである。天候条件が悪ければ視界も悪いため、画像を分析するのも難しい。したがって
、これらの欠点はこの解決策の使用を制限するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＷＯ　２００７／０２５３６４
【特許文献２】ＲＵ２２７１５７３Ｃ１
【特許文献３】ＷＯ／２００７／００８０５５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、道路の所定の部分で車両の検出と特定の信頼度を改善す
ることによって、システムの使用を拡大することである。
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【００１２】
　この目的を達成するために、自動化した車両駐車管理方法は、道路の所定の部分で車両
の検出と特定、および、そのようにして得られた交通量データを、所定の部分についての
一連の規則と一致させる工程を含み、その領域は、あらかじめ定められた場所（当該部分
の境界）に取り付けられた車両検出ノードによって生成された無線周波数信号で調べられ
、前記境界を超える車両を検出および特定する。無線周波数プローブの領域に入った車両
は、前記車両が装備している特定ノードを用いて、車両の特定データを含む符号語を包含
した応答を生成する。その後、検出ノードが応答を検出して復号して、それぞれの応答の
タイミングを記録し、道路の所定の部分を超えるのに車両が必要とする平均時間を算出す
る。車両が当該部分の境界内に位置する時間が、車両が当該部分を超えるのに必要とする
算出された平均時間を上回る場合、車両は駐車しているとみなされる。
【００１３】
　加えて、
　－道路の所定の部分での駐車時間とは、車両が当該部分に入った後に検出ノードによっ
て登録された瞬間から、同じ検出ノードまたは他のノードによって車両が当該部分を離れ
た後に再登録された瞬間までの時間から、車両が当該部分を超えるのに必要とする算出さ
れた平均時間を引いたものである。
　－道路の所定の部分における車両の特定データは、車両が当該部分に入った後に登録さ
れた瞬間から、車両が当該部分を去った後に再度登録された瞬間まで、メモリに保存され
る。
　－車両が道路の所定の部分を進む方向は、当該部分の境界上でその車両を登録した検出
ノードによって得られたデータを比較することで定義することができる。
　－車両が道路の所定の部分に入った後と当該分を去った後の両方で、１つの同じ検出器
によって登録されている場合、その車両は、方向を変更したか、または、車道を横断しな
がらＵターンしたとみなされる。
　－道路の所定の部分での車両の平均速度は、当該部分の１つの境界から別の境界までの
距離と、車両が当該部分を超えるのに必要とする平均時間との間の比率である。
　－駐車車両の数が道路の所定の部分にあらかじめ設定された数を超えた場合、駐車規則
の違反の、または、事故についての報告書が作成されて交通警察に送られることで、交通
渋滞を回避する。
　－無線応答は特定ノードによって生成され、その結果、応答の少なくとも１つのパラメ
ーターが車両特定データに対応する。
　－パッシブまたはアクティブなＲＦＩＤタグが特定ノードとして使用される。
　－道路の所定の部分の平均交通流率は、駐車車両を除いて、単位時間内に当該部分の近
い方の境界と遠い方の境界を超えた車両の数に基づいて計算される。
　－道路の所定の部分の交通量密度は、駐車車両を除いて、同じ時間に、当該部分の近い
方の境界と遠い方の境界の間に位置した車両の数に基づいて計算される。
　－道路の所定の部分の平均的な交通動的クリアランス（ｔｒａｆｆｉｃ　ｄｙｎａｍｉ
ｃ　ｃｌｅａｒａｎｃｅ）とは、駐車場所を除く、近い方の境界から遠い方の境界までの
当該部分の領域と、駐車車両を除いて同じ時間に当該部分の境界内にあった車両の平均数
との間の比率である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　自動化した車両駐車管理方法は、道路の所定の部分で車両の検出および特定と、所定の
部分についての一連の規則と得られた交通量データを一致させる工程を含み、その領域は
、あらかじめ設定された場所（当該部分の境界）に取り付けられた車両検出ノードによっ
て生成された無線周波数信号で調べられ、前記境界を超える車両を検出および特定する。
無線周波数プローブの領域に入った車両は、前記車両が装備している特定ノードを用いて
、車両の特定データを含む符号語を包含した応答を生成する。その後、検出ノードが応答
を検出して復号し、それぞれの応答のタイミングを記録し、道路の所定の部分を超えるの
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に車両が必要とする平均時間を算出する。車両が当該部分の境界内に位置する時間が、車
両が当該部分を超えるのに必要とする算出された平均時間を上回る場合、車両は駐車して
いるものとみなされる。
【００１５】
　道路の所定の部分での駐車時間とは、車両が当該部分に入った後に検出ノードによって
登録された瞬間から、車両が同じ検出ノードまたは他のノードによって当該部分を去った
後に再登録された瞬間までの時間から、車両が当該部分を超えるのに必要とする算出され
た平均時間を引いたものである。
【００１６】
　道路の所定の部分における車両の特定データは、車両が当該部分に入った後に登録され
た瞬間から、車両が当該部分を去った後に再度登録された瞬間まで、メモリに保存される
。車両が道路の所定の部分を進む方向は、当該部分の境界上でその車両を登録した検出ノ
ードによって得られたデータを比較することで定義することができ、車両が道路の所定の
部分に入った後と当該部分を去った後の両方で、１つの同じ検出器によって登録されてい
る場合、その車両は方向を変更したか、または、車道を横断しながらＵターンしたとみな
される。
【００１７】
　道路の所定の部分での車両の平均速度は、当該部分の１つの境界から別の境界までの距
離と、車両が当該部分を超えるのに必要とする平均時間との間の比率である。
【００１８】
　駐車車両の数が道路の所定の部分にあらかじめ設定された数を超えた場合、駐車規則の
違反の、または、事故についての報告書が作成されて交通警察に送られることで、交通渋
滞を回避する。
【００１９】
　無線応答は特定ノードによって生成され、その結果、応答の少なくとも１つのパラメー
ターが車両特定データに対応し、パッシブまたはアクティブなＲＦＩＤタグが特定ノード
として使用される。
【００２０】
　道路の所定の部分の平均交通流量は、駐車車両を除いて、単位時間内に当該部分の近い
方の境界と遠い方の境界を超えた車両の数に基づいて計算される。
【００２１】
　道路の所定の部分の交通量密度は、駐車車両を除いて、同じ時間に、当該部分の近い方
の境界と遠い方の境界の間に位置した車両の数に基づいて計算される。
【００２２】
　道路の所定の部分の平均的な交通動的クリアランス（ｔｒａｆｆｉｃ　ｄｙｎａｍｉｃ
　ｃｌｅａｒａｎｃｅ）とは、駐車場所を除く、近い方の境界から遠い方の境界までの当
該部分の領域と、駐車車両を除いて同じ時間に当該部分の境界内にあった車両の平均数と
の間の比率である。
【００２３】
　まず、自動化した車両駐車管理システムによってモニターされる道路の一部が選択され
、前記一部は都市部または地方のいずれかにあってもよい。
【００２４】
　車両は特定ノードを装備しており、これは、検出ノードによって生成された信号をコヒ
ーレントに受け取るべき受信機と、応答を引き起こす送信機の両方として機能し、送信機
は、車両を特定する符号語を引き起こされた応答に埋め込むことができる。そのような応
答構造は、検出ノードの取付場所を通り過ぎる車両の特定をもたらす。
【００２５】
　検出ノードは、道路の少なくとも１つの所定の部分－多くの駐車場所を含む駐車場－の
境界に取り付けられることになっている。当該部分の境界間の距離は部分ごとに異なり、
１００ｍから１ｋｍ以上まで変動し得る。検出ノードはポストに、農場で、または車道に
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取り付けることができる。
【００２６】
　道路の所定の部分に接近する車両は、その境界のうちの１つを横断する。その瞬間に、
車両はこの境界に取り付けられた検出ノードによって調べられ、車両特定ノードは、車両
データを含む符号語を包含した応答を生成し、これは後に検出ノードによって受け取られ
る。所定の部分に入って検知された車両のデータは、駐車管理デバイスのメモリに保存さ
れる。その車両が当該部分を離れる際に当該部分の同じ境界または別の境界を超えると、
その車両は再度検知され特定される。結果として、該システムは、道路の所定の部分に入
っては去る車両をすべて登録する。
【００２７】
　道路の所定の部分に入る車両の童子の検出および特定は、確実かつ正確な登録を与え、
当該部分を超えるために費やす時間を計算することができる。
【００２８】
　車両は止まることなく道路の所定の部分を超えてもよい。その場合には、車両がそこで
費やす時間は、車両が止まることなく当該部分を超えるのに必要な平均時間と等しくなる
。道路の所定の部分を超えるのに必要な平均時間は、交通流量の分析に基づいて、すなわ
ち、止まることなく所定の部分を超えるために車両はどれだけの時間を必要とするのかに
基づいて、計算される。交通流速および平均時間は、一日中絶え間なく、または、周期的
に、例えば一時間に一度、計算される。車両が当該部分の境界内にある時間が、当該部分
を超えるためにほとんどの車両が必要とする算出された平均時間を上回る場合には、車両
は駐車しているとみなされる。
【００２９】
　すなわち、車両が道路の当該部分に入った後に、および、当該部分を去った後に、当該
部分の境界に取り付けられた検出ノードによって検知された時間が、当該部分を超えるた
めにほとんどの車両が必要とする算出された平均時間を上回れば、その車両は駐車してい
るとみなされる。この場合、所定の車両の駐車時間は、その車両が駐車領域を去るまで数
えられる。数えられた時間に基づいて、支払うべき駐車料金が計算され、必要に応じて、
車両所有者のデータベースから検索された所有者の住所に所有者宛で駐車請求書が送られ
、あるいは、車両特定ノードから受け取る車両特定データに対応する所有者の口座から必
要な金額が自動的に引き落とされる。
【００３０】
　駐車は、車両が道路の所定の部分の境界の１つを超えた後に最初に検知された瞬間から
、あるいは、車両が駐車しているとみなされた瞬間（開始時間が計算されている）から始
まる。駐車は、当該部分の境界を超えるのに必要な期間を考慮に入れて、車両が当該部分
（駐車場）の境界のいずれかで再度検知された時に終わる。
【００３１】
　車両は、いずれかの方向で道路の所定の部分を超え、そこにしばらくの間駐車し、およ
び／または、方向転換して、当該部分を去ってもよい。後者のケースでは、車両は当該部
分に入った後と当該部分を去った後の両方で、１つの同じ検出ノードによって検知される
。
【００３２】
（実施例：）
　特定ノードを装備した車両は、街の中心にある道路の所定の部分に近づき、その境界の
１つを超える。所定の部分の境界には、信号を送受信する検出ノードがあり、これは車道
下に取り付けられる。これらのノードは、車両の想定される位置の方向に無線周波数信号
を発する。検出ノードアンテナのメインローブは上方を向いており、その幅は約１８０°
であり、その範囲は約１ｍである。通過する車両特定ノードが検出ノードによってカバー
された領域に入ると、そのノードは無線応答を生成して車両の検知を可能にする。
【００３３】
　特定ノードによるこの応答は、各車両に特有な符号語も含んでおり、それゆえ、検出器
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のノードアンテナのサイドローブによる応答を登録する際に誤りは起こらず、その結果、
検出器ノードによって受信された応答の数にかかわらず、１台の同じ車両が一度だけ登録
される。
【００３４】
　検出ノードによってカバーされた領域にある車両を検知するために無線プローブを用い
れば、その日の時間、季節、天候、および照明条件にかかわらず、道路の所定の部分の境
界を横断するすべての車両が完全にかつ確実に特定され、そうすることでシステム全体と
しての信頼度が増す。
【００３５】
　車両データは、車両が道路の所定の部分に入った瞬間から当該部分を去る瞬間まで、当
該部分の駐車管理デバイスのメモリに保存される。車両データは、車両が当該部分をすで
に去っていようとなかろうと、所定の部分の駐車管理デバイス上に既に保存されたデータ
と、当該部分の境界上の検出ノードによって検知された車両の特定データを一致させるこ
とによって定義される。
【００３６】
　車両は、止まることなく道路の所定の部分を超えてもよく、その場合には、車両がそこ
で費やす時間は、車両が止まることなく当該部分を超えるのに必要とする平均時間車両と
等しくなる。
【００３７】
　道路の所定の部分を超えるのに必要な平均時間は、交通流量の分析に基づいて、すなわ
ち、止まることなく所定の部分を超えるために車両はどれだけの時間を必要とするのかに
基づいて、計算される。道路の所定の部分を超えるのに必要な平均時間は、当該部分の長
さ、その速度限界、交通状況、通行率、天候状況などに左右され、したがって、時間とと
もに変わる可能性がある。
【００３８】
　車両が当該部分の境界内にある時間が、当該部分を超えるためにほとんどの車両が必要
とする算出された平均時間を上回る場合には、車両は駐車しているとみなされる。
【００３９】
　車両が駐車しているとみなされると、駐車時間が数えられる。駐車時間は道路の所定の
部分に許可された制限時間と比較される。駐車時間が制限時間を超えると、罰金の請求書
が自動的に発行され、車両の登録手続中に車両所有者のデータベースに提供された車両所
有者の住所宛で所有者に送られるか、あるいは、車両特定ノードから受け取る車両特定デ
ータに対応する所有者の口座から罰金額が自動的に引き落とされる。
【００４０】
　道路の所定の部分に有料駐車場がある場合、駐車時間は設定されたレートで測定され、
駐車が終わると駐車料金請求書が発行され、支払いをする車両の所有者のもとへその住所
に送られるか、あるいは、車両特定ノードから受け取る車両特定データに対応する所有者
の口座から必要な金額が自動的に引き落とされる。
【００４１】
　システムは、道路の所定の部分の平均の交通量を計算する。これは、単位時間において
、当該部分の境界を超えた車両（駐車車両は除く）の数である。
【００４２】
　システムは、駐車車両を除いて、同じ時間に、道路の所定の部分の近い方の境界と遠い
方の間にある車両の数を計算し、当該部分の交通量密度を決定する。
【００４３】
　システムは、駐車場所を除く近い方の境界から遠い方の境界までの道路の所定の部分の
領域と、駐車車両を除いて同じ時間に当該部分の境界内にあった車両の平均数との間の比
率である、当該部分の平均的な交通動的クリアランスを決定する。
【００４４】
　本発明の好ましい実施形態に必要とされるノードおよびデバイスはすべて、既存の標準
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的な部品とストック装置から生産することができる。
【００４５】
　したがって、本方法が道路の所定の部分の車両の検出と特定の信頼度を増加させるため
、従来の方法と比べて用途が広い。
【手続補正書】
【提出日】平成26年10月31日(2014.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　自動化した車両駐車管理方法であって、
　前記方法は、
　道路の定められた部分で車両を検出および特定する工程と、
　そのようにして得られた交通量データを、定められた部分についての一連の規則と一致
させる工程を含み、
　境界を超える車両を検出および特定するために、あらかじめ設定された場所－前記部分
の前記境界－に取り付けられる、車両検出ノードによって生成された無線周波数信号によ
って、領域が調べられており、
　無線周波数によって調べる領域に入った車両は、前記車両が装備される特定ノードを使
用して、車両の特定データを含む符号語を包含する応答を生成し、
　その後、検出ノードは応答を検出して復号し、それぞれの応答のタイミングを記録し、
道路の定められた部分を超えるのに車両が必要とする平均時間を算出し、
　車両が前記部分の境界内に位置する時間が、車両が前記部分を超えるのに必要とする算
出された平均時間を上回る場合、車両は駐車しているものとみなされる、方法。
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